
施設基準に係わる掲示事項 

生活習慣病管理料・地域包括診療加算に関する当院の取り組み
当院では対象となる患者様に対し生活習慣病管理料(Ⅱ)・地域包括診療加算(１)を算定しております。

取り組みとして、総合的な治療管理を行う旨、療養計画書を作成・発行したうえで

①健康相談・予防接種に係る相談。

②介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に対応。および介護保険制度の利用等に関する相談の実施。

③患者様の状態に応じ28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の交付。

以上の事項に対応し、必要な研修を受け近畿厚生局に届出を行っております。

機能強化加算に関する当院の取り組み
当院では「かかりつけ医」機能を有する医療機関として「機能強化加算」を算定し、必要に応じて次のような取り組みを行っています。

①  健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。

②  必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介します。

③  介護・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。

④  訪問診療を行っている方に対して、夜間・休日の問い合わせに対応しています。

⑤  必要に応じて、受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させて頂くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせて頂く場合 
　  があります。


